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広報うりゅう広報うりゅう
こどもからお年寄りまで笑顔があふれ
　　　　　　　　　未来に希望のもてるまちづくり

・満開の桜を楽しみに　雨竜小学校卒業記念植樹
・老人クラブ連合会　国道沿いをきれいな花で景観づくり
・暑寒ブレーズ粘り強い戦いで３位入賞！

須見結衣さん優秀選手賞受賞！
→詳細はP８へ掲載

　　　～第76回雨竜中学校体育大会～
　　　　　　　　　　　　　　　　 関連記事P３掲載

今月の表紙
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　雨竜町ふるさと大使「Ｂ・Ｂ」が６月16日、ＪＡきたそらち青年部雨竜支
部(岩田祥也支部長)と雨竜小学校６年生が行う田んぼアートに参加し、一緒に
田植え作業を行いました。
　今年の田んぼアートは、児童たちが「ファイターズ新庄ＢＩＧＢＯＳＳの似
顔絵」と「ＢＩＧＢＯＳＳ」の文字をデザイン。４色の苗を定植し、泥だらけ
になりながら「Ｂ・Ｂ」と楽しく交流しました。

雨竜小６年生と「Ｂ・Ｂ」が田んぼアートで交流

　６月16日、プロ野球北海道日本ハムファイターズの元
選手だった田中賢介さんが理事長を務める学校法人田中
学園立命館慶祥小学校と雨竜小学校が包括連携協定締結後、
初めて両校児童が対面し、合同体験学習が行われました。
　田中学園立命館慶祥小学校３年生児童37人が雨竜町実
証展示圃場を訪れて、雨竜小学校４年生17人と５年生16
人が一緒に田植えを体験。小雨が降るなか児童たちが1つ
1つ丁寧にななつぼしの苗を植えました。慣れない水田の
泥に足を取られてバランスを崩す児童もいましたが、お互
い手を引いて助け合う姿がみられました。
　田植え体験学習を終えて、雨竜小５年生の吉見遥希さん
は「田中学園と交流ができて嬉しかった。楽しく田植えが
できた」と話し、立命館慶祥小３年生の佐原昊汰さんは「苗
の植え方を雨竜小５年生が優しく教えてくれた。稲刈りが
すごく楽しみです」と話していました。
　その後、給食を一緒に食べて、交流タイムにレクリエー
ションを行って親睦を深めました。

雨竜小学校×田中学園
合同田植え体験学習

Ｂ・Ｂブログでも活動が紹介されていますので、
ぜひご覧ください！

「The HOME～Ｂ・Ｂみらい大志Diary」
https://www.bbthehome.com/
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6/17雨竜高等養護学校体育大会

5/28雨竜中学校体育大会

6/11雨竜小学校大運動会

スポーツイベント
各学校で運動会・体育大会が行われ、
それぞれが全力を尽くし、練習の成果を発揮しました！

チームワークを発揮！チームの勝利の

ために全力疾走！

力を合わせて

呼吸を合わせてジャ
ンプ！ 記録へ挑戦

小学生になって
はじめての運動会

白熱したリレー100ｍを全力疾走！

ソーラン‛22

選手宣誓する
一安　健さん（小６）
田中俐旺さん（小６）

熱戦！ 絶対勝つぞ!!

100ｍ走

最後の体育大会

力を合わせてゴールへ一直線
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特 　 別 　 会 　 計

会　 計 　名 歳　　入 歳　　出

国 民 健 康 保 険 1億6,252万円 1億6,075万円

後期高齢者医療 4,265万円 4,248万円

農業集落排水事業 5,122万円 4,785万円

町 有 財 産 の 状 況

土 地 1,452,893.53㎡

建 物 59,309.09㎡

基 金 38億9,685万円

財 政 調 整 基 金 9億7,097万円

減 債 基 金 5億7,562万円

その他特定目的基金 23億5,026万円

借 入 金 の 状 況 （ 一 般 会 計 分 ）

区　　　　分 令和３年度借入額 令和３年度末残高

一般単独事業債 　　　 3,981万円

公営住宅事業債 1億3,600万円 6億1,440万円

臨時財政対策債 4,700万円 9億6,585万円

過疎対策事業債 3億1,260万円 19億4,400万円

そ の 他 　　　 2億5,725万円

合　　　　計 4億9,560万円 38億2,131万円
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令和３年度

財政状況報告
これが町の家計簿です

町税の負担状況

前年比1.6％の増額となりました。町民１人あたりの負担額は110,018円
になります。

※町民１人あたりの負担額、歳出は
　令和４年３月末人口2,211人で算出

みなさんが
納めている
町税です！

令和３年度の
主な普通建設事業

〇ライスコンビナート改修工事

 5,377万円

〇橋染長寿命化補修工事 2,954万円

〇町道改良新設工事 5,763万円

〇町道維持補修工事 1,275万円

〇わかば団地建設事業

 2億6,557万円

〇みどり団地改修工事 2,641万円

町民税(47.4％)
1億1,523万円

固定資産税(38.5％)
9,354万円

町たばこ税(10.2％)
2,495万円

軽自動車税(3.9％) 953万円
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町税

2億4,325万円　  5.4％

皆さんが納めた税金

使用料・手数料

9,290万円　  2.0％

公共施設の使用料、住民票などの交付手数料

国庫支出金

5億2,561万円　11.6％

特定の事業に対し、国が支出する補助金

道支出金

3億2,511万円　  7.2％

特定の事業に対し、道が支出する補助金

繰入金

2億4,981万円　5.5％

事業を行うためなどに取り崩す貯金など

町債

4億9,560万円　  11.0％

事業を行う場合の財源不足分を補うために借りる
お金

その他

4億6,928万円　  10.4％

財産収入や地方譲与税、繰越金など

地方交付税

18億8,636万円　41.7％

国が財源の不足する市町村に配分するお金

寄附金

2億3,526万円　  5.2％

ふるさと納税など町への寄附金

総務費

10億5,665万円　23.8％
１人あたり477,906円

一般事務費や財産管理、防災対策などに使うお金

農林水産業費

5億9,663万円　13.5％
１人あたり269,846円

農業振興や農道の整備などに使うお金

商工費

1億783万円　  2.4％
１人あたり48,769円

商工業振興や観光事業などに使うお金

土木費

5億2,650万円　  11.9％
１人あたり238,128円

道路整備や除排雪、公営住宅の管理などに使うお金

教育費

1億9,978万円　  4.5％
１人あたり90,357円

小・中学校に係る経費や社会教育などに使うお金

公債費

5億3,533万円　12.1％
１人あたり242,121円

事業を行うために借りたお金の償還金

職員費

5億302万円　11.4％
１人あたり227,508円

職員の給料などに使うお金

その他

3,702万円　  0.8％
１人あたり16,743円

議会に要するお金など

消防費

1億1,860万円　  2.7％
１人あたり53,460円

滝川地区広域消防事務組合に対する負担金などに
使うお金

民生費

4億8,045万円　10.8％
１人あたり217,230円

社会福祉や老人福祉、保育園などに使うお金

衛生費

2億6,909万円　  6.1％
１人あたり121,705円

健康づくりや保健事業、ごみ処理などに使うお金

歳出　　　　　　　　
44億3,090万円

歳入　　　　　　　　
45億2,318万円

※％は歳入・歳出の総額にそれぞれ占める割合
※町民１人あたりの負担額、歳出は令和４年３月末人口
　2,211人で算出
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新型コロナワクチン追加接種（４回目）のお知らせ

　新型コロナワクチンの追加接種（４回目）の日程について、以下の内容で接種を予定しています。
　なお、今後の国の接種方針の変更などにより、以下の内容が変更される場合があります。

（１）接 種 日 時　令和４年８月３０日（火）から令和４年１１月下旬　毎週火曜日
　　　　  　　　　１４：００～１６：００（３０分ごとに時間を指定）

（２）接 種 場 所　雨竜町公民館　２階　大ホール
（３）接 種 人 数　１　日　１００人程度
（４）接 種 回 数　１　回
（５）接 種 費 用　無　料
（６）接 種 間 隔　３回目接種から少なくとも５か月を経過した方
（７）接種対象者　・６０歳以上の方
　　　　　　　 　・１８歳以上６０歳未満の基礎疾患※を有する方や
　　　　　　　　 　重症化リスクが高いと医師が認める方
　　　　　　　　 　（雨竜町に住民票がある方）

①慢性の呼吸器の病気　　②慢性の心臓病（高血圧を含む。）　　③慢性の腎臓病　　④慢性の肝臓病（肝硬変等）

⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病

⑥血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）　　⑦免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）

⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　　⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）

⑪染色体異常　　⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）　

⑬睡眠時無呼吸症候群

⑭重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、

　又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

⑮基準（BMI３０以上）を満たす肥満の方

　BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

　BMI３０の目安：身長１７０ｃｍで体重８７ｋｇ、身長１６０ｃｍで体重７７ｋｇ

基礎疾患とは

（８）接種日の予約（指定）について
　　　３回目を雨竜町の集団接種で接種された方は、接種券付予診票を発送する際に３回目接種から５か
　　月以上を経過した日を接種日時として指定させていただきます。
　　※接種日として指定された日に都合が悪い場合などは、必ずご連絡ください。

電話での予約は必要ありません。

新型コロナワクチン接種は任意であり、強制ではありません。
接種を希望されない場合は、必ずご連絡ください。

　新型コロナワクチン接種は、任意であり、自らの意思で接種いただくものですが、感染症の発症を防
ぐ効果や、感染した場合でも重症化を防ぐ効果が期待されています。
　自分を守り、周りの大切な人を守るためにもワクチン接種をご検討ください。

（ワクチンの種類）
　モデルナ社製またはファイザー社製を予定しています。

【ワクチン接種時の持ち物・服装】
▪新型コロナウイルスワクチン予防接
　種済証（臨時接種）
▪新型コロナワクチン接種の予診票
　（接種券付予診票となっています。）
▪お薬手帳やお薬の説明書
　（服薬中の方）
▪本人確認書類（健康保険証など）
▪マスク
▪肩を出しやすい服（袖なしなど）
　（上着をお持ちください。）
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≪接種後の副反応を疑う症状に対応する相談・医療体制について≫

　　〇ワクチン接種を受けられた方

　　　　発熱・頭痛・倦怠感・接種部位の痛み等、接種後の副反応を疑う症状が長引く場合や他の症状

　　　が出た場合等は、かかりつけ医か接種医療機関にご相談ください。

　　　　かかりつけ医等がない場合は、下記相談センターへご相談ください。

　　　　（相談体制について）　　副反応等に関する相談を受け付けています。

　　　　　　　　北海道コロナウイルスワクチン接種相談センター

　　　　　　　　　　　電話番号　　０１２０-３０６-１５４（フリーダイヤル）

　　　　　　　　　　　受付時間　　９時から１７時３０分まで（平日・土日・祝日）

対　　象　　者 接種券付予診票等の発送対象者 発　送　時　期

60歳以上の方

３回目接種を雨竜町の集団接種で接種された方

※３回目接種を町外で接種された方には、希望

調査書を同封します。

令和４年７月中旬

（予定）

18歳以上60歳未満の基

礎疾患を有する方等

１・２回目接種の希望調査で基礎疾患有と回答

された方で３回目接種を雨竜町の集団接種で接

種された方

３回目接種を町外で先行接種（医療従事者等）

された方

※希望調査書を同封します。

１・２回目接種の希望調査後（R３.７.５以降）

に転入された方や新たに基礎疾患を申し出る

方、町外で接種された方で接種を希望される方

至急、下記のお問合せ先（☎

74-8021）へご連絡ください。

お問い合わせ　雨竜町新型コロナワクチン接種専用ダイヤル　☎７４－８０２１
（受付時間　8：30～17：15　平日のみ）　　　　　

※接種券付予診票や希望調査書などが届かない場合は、こちらへお問合せください。

（９）接種券付予診票等の発送時期
　　　※広報６月号の内容から変更になっている箇所に下線を引いています。

（10）住所地外での接種について
　原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととされています。しかし、やむを得ない事情により

住民票所在地で接種することが難しく、雨竜町で接種を希望される方は、住所地外接種届と住民登録地で発行

された接種券付予診票、予防接種済証、本人確認書類（マイナンバーカード・免許証・保険証等）をお早めに

住民課保健担当（窓口⑥）へ提出してください。

【予防接種健康被害救済制度があります】
　新型コロナワクチンに限らず予防接種では、一般的に副反応以外にも、健康被害（病気にな
ったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。
　極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
　申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。



　５月23日、卒業記念植樹が史跡公園に隣接する雨竜
幹線用水路横で行われ、雨竜小学校６年生19人がエゾ
ヤマザクラの苗木３本を植樹しました。
　子どもたちに緑や自然の大切さを学んでもらうことを
目的に北海道指導林家の畠山壽市さん（10町内）や空
知総合振興局森林室などの協力で行われており、児童た
ちが３年生の時に校庭の桜から集めた種をポットに植え
て、芽吹かせた思い出の苗木を植えました。
　植樹をした岡村怜皇さんは「小さな種が３年間でこん
なに大きくなるとは思わなかった。今後、どのように育っ
ていくか見ていきたいです。植樹を通じて木や緑を増や
す大切さを学びました」と話してくれました。

満開の桜を楽しみに
雨竜小学校卒業記念植樹

　雨竜暑寒ブレーズバレーボール少年団が、５月７日に
行われた「第34回深川小学生バレーボール連盟会長杯」
と５月21日に行われた「第41回全日本小学生バレーボ
ール大会深川ブロック大会」の両大会で見事3位入賞を
果たしました。
　「第41回全日本小学生バレーボール大会深川ブロッ
ク大会」では、優秀選手賞に須見結衣さん（小６）が選
ばれ、「自分がもらえると思っていなかったので、とて
も嬉しかったです」と話してくれました。

暑寒ブレーズ粘り強い戦いで３位入賞！
須見結衣さん優秀選手賞受賞！

　老人クラブ連合会（小山勝利会長）が６月6日、市街
地区と追分地区の国道沿いの花壇61カ所を整備しまし
た。
　70人がボランティアに参加し、花壇周辺の雑草取り
や土起こし、マリーゴールドの花苗を1,400株移植し、
景観づくりに取り組みました。
　小山会長は「交通事故死ゼロ3,000日達成に向けて、
国道沿いをきれいにして事故防止につながれば」と話し
てくれました。

老人クラブ連合会
国道沿いをきれいな花で景観づくり

　広報うりゅう　2022.7　8
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　自衛官募集相談員に鷲尾隆人さん（10町内）が再任
され、６月７日に委嘱状が交付されました。

　今回は、空き家等の危険性について紹介します。

空き家等対策についてvol.2 自衛官募集相談員に
鷲尾隆人さんが再任

お問い合わせ　総務課企画財政担当　☎77-2211

◇空き家の危険性◇
　空き家を放置してしまうと以下のような問題が
生じてしまいます。
■景観が悪化してしまい野生動物のすみかとなっ
たり、害虫の繁殖、不法投棄等の原因にもつなが
ります。
■長い間放置され、老朽化した住宅は倒壊する危
険性があるとともに、地震や火事などの災害時に
倒壊により避難経路、救助活動などを妨げてしま
うおそれがあります。
■建物へ自由に出入りができた場合、防犯上の問
題や治安の悪化が懸念されます。

■開設期間　　７月１日（金）～８月31日（水）

※8月14日（日）～16日（火）・28日（日）はお休みします。

■開設時間　　午後1時00分～午後6時00分

※夏休み期間中7月22日から8月13日までの間は午前

　10時00分から午後6時00分まで時間を延長して開

　設します。

■利用料　無料

■利用上の注意

・学校敷地内での車両通行には特段の注意をお願いし

　ます。

・夏休み以外の開設日は学校授業でも利用されています。

※新型コロナウイルス感染防止対策にご協力お願いし

　ます。

お問い合わせ

　雨竜町教育委員会　☎77-2322

　雨竜町営プール　　☎77-2777【プール開設中】

雨竜町営プール
７月１日オープン！
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国民健康保険のお知らせ

◆ 税率
　令和４年度の国保税については、未就学児に対する均
等割が1/2減額され、賦課限度額の医療分が63万円から
65万円、後期分が19万円から20万円に変更となります。
　国保税は、病気やケガなどの医療費にかかる税金で
す。国保財政健全化のため、相互扶助を目的とした国民
健康保険の安定的な運営を図るため、皆さまのご理解と
ご協力をお願いいたします。

軽減率 世帯全員（世帯主及び国保加
入者）の前年所得の合計額

均　等　割
※カッコ内未就学児分

平 等 割
平等割特定世帯

（1～5年目） （6～8年目）
医 療 分 介 護 分 後期支援分 医 療 分 医 療 分 医 療 分

７割
43万円＋10万円×（給与又は年
金所得者の数※－１）以下の場
合

22,400円
（4,800円）

8,400円
（－）

8,400円
（1,800円） 21,000円 10,500円 15,750円

５割
43万円＋（28.5万円×国保加入
人数＋10万円×（給与又は年金
所得者の数※－１）以下の場合

16,000円
（8,000円）

6,000円
（－）

6,000円
（3,000円） 15,000円 7,500円 11,250円

２割
43万円＋（52万円×国保加入人
数＋10万円×（給与又は年金所
得者の数※－１）以下の場合

6,400円
（12,800円）

2,400円
（－）

2,400円
（4,800円） 6,000円 3,000円 4,500円

お問い合わせ　出納室税務会計担当　窓口 3　☎77-2246　（国保税関係）
住民課保健担当　窓口 6　☎77-2212　（医 療 関 係）

医 療 分 介 護 分 後期支援分
所 得 割 9.5％ 1.5％ 2.0％

均 等 割
（未就学児分）

32,000円
（16,000円）

12,000円
（－）

12,000円
（6,000円）

平 等 割
(特定世帯)

30,000円
（15,000円）

－
（－）

－
（－）

賦課限度額 650,000円 170,000円 200,000円

◆ 税の軽減措置（令和４年度から７割、５割、２割軽減の均等割に未就学児分の1/2減額が追加されます）

【特例措置】
　●国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方のいる国保世帯で、昨年度まで保険税の軽減を受けて
　　いる場合
　　　　１人になる方は、５年間平等割が半額になります。
　　　　平等割半額措置から５年経過した世帯は、平等割軽減が３年間４分の１になります。
　●健康保険などの被保険者（国保組合は除く）から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被保険
　　者（65歳～74歳）が国民健康保険に加入する場合
　　　　所得割が当分の間免除され、資格取得後２年間均等割が半額となり、さらに被保険者が１人の方は平
　　　　等割も半額になります。

◆ 国民健康保険税の特別徴収（年金天引き）について
　●世帯内の国保被保険者全員が65歳以上で75歳未満の世帯主（擬制世帯を除く）で、次の条件を満たす方
　　　　年額18万円以上の年金（担保にしていないものに限る）を受給し、国保税と介護保険料との合算額が
　　　　年金額の１/２を超えていない方は特別徴収（年金天引き）となります。

■保険証の更新について（保険証の色が淡いエンジ色から淡い緑色に変わります）
　保険証は毎年更新しますので、７月下旬に世帯ごとに簡易書留により郵送します。（国保税等を滞納されてい
る方は、住民課保健担当窓口で交付します。）
　現在お持ちの保険証の有効期限は、令和４年７月31日（日）までです。
　70～75歳未満の被保険者の方は、保険証と高齢受給者証が一体となった保険証です。
　なお、郵送された保険証は８月１日から使用できるものとなっておりますので、古い保険証は各自で破棄して
ください。

■国民健康保険税について

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策について
●新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、国民健康保険税の減免が受けられる場合
　があります。（窓口：出納室税務会計担当）
　また、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる被保険者が療養のため仕事を休んだときは傷病
　手当金の支給の対象となる場合があります。（窓口：住民課保健担当）
⇒詳しくは、各窓口へお問い合わせください。

※給与収入は55万円以上、年金収入は65歳未満で60万円以上、65歳以上で110万円以上の方が対象
※介護分は、40歳～64歳の方を含む世帯が対象
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各種医療費受給者証のお知らせ
　雨竜町では重度心身障害者、ひとり親家庭等の父母及び児童、乳幼児等の医療費の一部助成をしています。助成を受
けるためには申請が必要です。対象となる方へは次の①～③の受給者証を交付します。

お問い合わせ　住民課保健担当　窓口 6　☎77-2212（直通）

◎医療機関にかかるとき
道内の医療機関で受診した場合は、健康保険証と一
緒に上記「受給者証」を提示してください。
道外で受診した場合は、窓口でいったん医療費を支
払っていただき、その後、役場窓口で申請すること
により、本来助成される金額の払い戻しをいたしま
す。

■対象者　健康保険に加入している18歳までの子で、雨竜町内に住民登録がある子

■対象者：次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳１級、２級、３級
　（３級は内部障がいのみ）をお持ちの方
・重度の知的障害と判定された方
・精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
※精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方は、
　通院に要する医療費のみが下記助成の対象で
　す。

■対象者：次のいずれかに該当する方
・18歳までの子を扶養または監護している
　配偶者のいない方（ひとり親の方）とその子
・両親の死亡等により他の家庭で扶養されている
　18歳までの子
※子が在学中で親に扶養されている場合は、
　20歳の誕生月まで
※ひとり親の方は入院、指定訪問看護に要する医
　療費のみが下記助成の対象です。

〈①重度心身障害者医療費受給者証（緑色）〉 〈②ひとり親家庭等医療費受給者証（黄色）〉

　■助成内容　　【町民税非課税世帯の方】医療費の自己負担が初診時一部負担金のみになります。
 　　　　　【町民税課税世帯の方】医療費の自己負担が１割になります。
　　　　　　　　【自 己 負 担 限 度 額】通院　月額18,000円（年間上限 　144,000円）　
　　　　　　　　　　　　　　　　 通院+入院　月額57,600円（多数回該当　44,400円）　

※①、②の受給者証をお持ちの方で、受給者本人または生計を維持されている方の前年所得が
　一定額以上の場合は、医療費助成の対象となりません。　　　　　　　　　　　　　　　　

（ ）

〈③乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証（白色）〉

■助成内容　医療費を全額助成します。（ただし、高校生は入院および指定訪問看護に要する費用のみ。）
　　　　　　※高校生は役場窓口で申請することで受給者証を発行します。

◎届出が必要なとき
次の場合、届出が必要となりますので、健康保険証、
受給者証をお持ちのうえ窓口へお越しください。
・町外へ転出したとき、住所・氏名を変更したとき、
　健康保険証が変わったとき
・受給者証を紛失、破損したとき

◎受給者証の更新のお知らせ
現在お持ちの受給者証が７月末で有効期限を迎えます。原則として、更新の申請は必要ありません。
前年の所得などを確認し、８月以降も医療費助成の対象となる方には、新しい受給者証を７月下旬に郵送します
ので、お手元に届きましたら、お持ちの受給者証と差し替えて、８月１日からご使用ください。

７月末までに新しい受給者証が届かない場合はお問い合わせください。
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 令和４年度の保険料のお支払いと　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　保険証の一斉更新について ～

１　令和４年度の保険料額をお知らせします

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

均等割の軽減割合

令和４年度

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１） ７割

43万円＋（28万５千円×世帯の被保険者数） 
＋10万円×（給与所得者等の数－１） ５割

43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－１） ２割

≪保険料の計算方法≫

＋ ＝

（１）１年間の保険料の上限額は、66万円になります。

（２）年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※　「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

※　前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

①　保険料の軽減 （均等割の軽減）
（１）軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

（２）被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

（３）昭和32年１月１日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定し

　　 ます。

均  等  割
【１人当たり保険料】

５１,８９２円

所  得  割
【本人の所得に応じた額】

（令和３年中の所得－最大43万円）×
　　　　　　１０.９８％

１年間の保険料
【限度額66万円】
（100円未満切捨）

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

　・給与等の収入金額が55万円を超える方

　・公的年金の収入金額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える方

② 保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申出によって「口座振替」も可能)

ただし、次の(ア～ウ)のいずれかに該当する方は「年金天引き」できません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
ア・介護保険料が「年金天引き」されていない方

　　（年金額が年額18万円未満の方）

イ・介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が

　　天引きされている年金の受給額の半分を超える方 

ウ・新たに制度に加入した方の半年の期間

　令和４年度の保険料につきましては、個別に郵便でお知らせします。

ご注意
国民健康保険料(税)を引落していた口
座を引続き利用する場合も、住民課保
健担当へ申出してください。
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①減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

区　分　Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区　分　Ⅰ 世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

世帯全員の所得が０円の方
※公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除

老齢福祉年金を受給されている方

２　保険証が新しくなります

　現在、ご使用の黄緑色の保険証の有効期限が令和４年７月31日をもって満了となるため、７月中に新しい保険証を簡

易書留で送付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。

　※新しい保険証の有効期限は、令和４年９月30日です。
　・窓口負担割合の見直しに伴い、９月中に、すべての被保険者の方を対象に新しい保険証を交付します。（窓口負担割
　　合が変更とならない方も含みます。）
　・紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民課保健担当までお申出ください。

３　減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）
　　限度証（限度額適用認定証）も新しくなります

　現在、ご使用の橙色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和４年７月31日をもって満了となるため、対象に該当

する方は７月中に減額認定証及び限度証を保険証と一緒に簡易書留で送付しますのでお手元に届きましたら水色の減額

認定証及び限度証をご使用ください。（新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、住民課保健

担当へ申請してください。）

　※有効期間は１年間です。

②限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠ、または現役並Ⅱに該当する方

現役並みⅢ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ
現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被
保険者の方

現役並みⅠ 現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

③ 保険料の減免
　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な

方については、保険料の減免が受けられる場合住民課保健担当へご相談ください。

お問い合わせ
　北海道後期高齢者医療広域連合
　　☎　０１１－２９０－５６０１
　雨竜町住民課保健担当
　　☎　７７－２２１２

（黄緑色→黄色）

（橙色→水色）
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令和３年度
実績中山間地域等直接支払制度に係る認定集落協定の概要

目的
　農業生産条件の不利な地域における農業生産活動を継続するために、
生産性・収益性の向上や担い手の育成など、将来に向けた前向きな取
組を促す仕組みとして実施され、令和２年度から令和６年度まで第５
期対策が実施されることとなります。

交付単価
■急傾斜（1/20以上）　21,000円/10a
■緩傾斜（1/100以上～1/20未満）　8,000円/10a

集落における活動内容
１）農業生産活動等としての取組
　■耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動
　■農村環境の整備（公共施設等の花壇整備、景観作物の作付など）
２）農業生産活動等の体制整備としての取組
　■農用地保全マップ活動の実践
　　（保全マップの作成、農道補修・整備活動など）
　■生産性・収益性の向上
　　（共同作業の実施[防除・土壌改良など]、共同機械の購入など）
　■担い手の育成
　　（農作業の委託、研修会の開催など）
　■集団的かつ持続可能な体制整備
　　（農業支援の体制整備、耕作放棄の発生防止）
３）生産性向上加算
　■自動給水装置の設置
　　水田の水位や水温をスマートフォンでリアルタイムに確認し、往
　復に時間を要する圃場も遠隔で給水・止水操作が可能となることか
　ら、水管理の省力化を図ることを目的に自動給水装置の導入を集落
　単位で行っています。

集落全体
■11集落　159人　　　　■交付金額　119,986千円
■協定面積　1,097ha
　（急傾斜188.3ha、緩傾斜908.7ha）

令和３年度
実績多面的機能支払制度に係る認定組織の概要

目的

　農業・農村には、洪水や土砂崩れの防止、自然環境の保全、美しい
風景の形成などの様々な働き（多面的機能）があります。この多面的
機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援し、地域資源の
適切な保全管理や担い手への農地集積など、将来に向けた農業生産活
動を継続する前向きな取組を促す仕組みとして実施されています。

交付単価

■農地維持支払（田）2,300円/10a
　　　　　　　 （畑）1,000円/10a
■資源向上支払（田）1,920円/10a（５年以上継続の田1,440円/10a、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加算措置有）
　　　　　　　 （畑）　 480円/10a（５年以上継続の畑  360円/10a）
　※畑については面積要件あり

組織における活動内容

１）共同活動による農地維持等としての取組
　■耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理、基礎的な保全活動
　■農村の構造変化に対応した体制整備、管理構想の作成など
２）共同による資源向上活動等としての取組
　■水路・農道・ため池の軽微な補修
　■植栽による景観形成など
　■農業用施設の長寿命化活動など

集落全体

■７ 組 織　285人
■交付金額　126,112千円
■協定面積　3,200.72ha お問い合わせ　産業建設課農政林務担当　☎77-2213

集落別交付額

集　 落 　名 参加者数 集落協定面積(ha) 交付額(千円)

川 上 集 落 14 128.17 14,592

洲 本 集 落 10 75.71 9,651

面 白 内 集 落 10 53.51 6,391

牧 岡 集 落 25 315.08 39,646

1 8 区 集 落 24 145.7 13,657

豊 里 集 落 27 170.06 14,433

渭 の 津 集 落 12 81.66 8,765

新 生 集 落 15 58.65 7,003

黎 明 集 落 7 15.28 1,223

東 栄 集 落 5 12.49 1,374

川 向 集 落 10 40.64 3,251

計 159 1,097 119,986

組織別交付額

組　 織 　名 構成員数 組織認定面積(ha) 交付額(千円)

南盛地域資源
保 全 協 力 会 47 511.71 20,366

東栄地域資源
保 全 協 力 会 32 397.20 15,809

西 地 域 資 源
保 全 協 力 会 43 306.66 12,205

中央地域資源
保 全 協 力 会 46 458.18 18,236

北友地域資源
保 全 協 力 会 48 577.44 22,916

川上地域資源
保 全 協 力 会 18 184.03 6,579

本牧地域資源
保 全 協 力 会 51 765.50 30,001

計 285 3,200.72 126,112
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滝川市立病院（内科・外科）
滝川市大町2丁目2番34 ☎22ｰ4311
滝川脳神経外科病院（外科）
滝川市西町1丁目2-5 ☎22ｰ0250
上記以外のお問合せ先
当番病院案内ダイヤル
☎22ｰ2299
またはかかりつけ医にご確認ください。
滝川地区広域事務組合のホームページに
も休日夜間当番医が掲載されています。
http://takifire.com/other/touban/

休日・夜間の急病相談家庭ごみ収集日程表

燃やせるごみ 生ごみ その他

市街地区東 7/13、20、27、8/3、10
7/12、15、19、22、26、
29、8/2、5、9

燃やせないごみ
資源ごみ
粗大ごみ

7/25　　　　　　　 
7/14　　　　　　 
7/11

市街地区西 7/14、21、28、8/4
燃やせないごみ
資源ごみ
粗大ごみ

7/30           　　　　
7/15    　　　　　 
7/16

農村地区東
【戸別】
7/18、8/1、8

【ステーション】
7/13、27 【ステーション】

7/12、15、19、22、26、
29、8/2、5、9

燃やせないごみ戸別 
資源ごみ戸別 
粗大ごみ申込制戸別

7/25　　　　 
7/21
7/11

農村地区西

【戸別】
7/23、8/6

【ステーション】
7/14、28

燃やせないごみ戸別 
資源ごみ戸別 
粗大ごみ申込制戸別

7/30　　　　 
7/22　 
7/16

7/10
日 第26回参議院議員通常選挙投票日

11
月

12
火

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）
心配ごと相談日
13：30～15：00（公民館）

13
水

おいでサロン
10:00～12:00（追分コミセン）

14
木

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）

15
金

16
土 ［外科系当番］滝川市立病院

17
日 ［外科系当番］滝川脳神経外科

18
月 ［外科系当番］滝川市立病院

19
火

さわやか健康クラブ
10:30～12:00（いきいき館）

20
水

介護予防教室
13:30～15:30（いきいき館）

ご不明な点は住民課生活環境担当までお問い合わせください。

町民カレンダー
Calendar JULY-AUGUST

7月 ▼8月
健康スケジュール・休日夜間在宅医・イベントなど総合情報カレンダーです。

21
木

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）

22
金

23
土 ［外科系当番］滝川脳神経外科

24
日

［外科系当番］滝川市立病院
うりゅうこどもまつり
11:30～14:30（公民館）

25
月

いきいき館浴室休
わんぱく水泳教室 
こども水泳教室 10:00～11:30 
14:00～15:30（町営プール）

26
火

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）
わんぱく水泳教室 
こども水泳教室 10:00～11:30 
14:00～15:30（町営プール）

27
水

わんぱく水泳教室 
こども水泳教室 10:00～11:30 
14:00～15:30（町営プール）

28
木

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）

29
金

うりゅうキッズクラブ
10:00～11:00（いきいき館）

30
土 ［外科系当番］滝川市立病院

31
日 ［外科系当番］滝川市立病院

8/1
月

2
火

3
水

日本ハムファイターズキッズサマー
キャンプin雨竜 9:30～17:00

（雨竜町スポーツセンターグラウンド）

4
木

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）
日本ハムファイターズキッズサマー
キャンプin雨竜 9:00～17:00

（雨竜町スポーツセンターグラウンド）

5
金

6
土 ［外科系当番］滝川市立病院

7
日 ［外科系当番］滝川脳神経外科

8
月

9
火

おいでサロン
10:00～12:00（公民館）

10
水

おいでサロン
10:00～12:00（追分コミセン）
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● 全体 2,209人 （ｰ1）
男性 1,075人 （�0）
女性 1,134人 （ｰ1）

● 世帯 1,082世帯 （ｰ1）
6月29日現在
※（　）内は前月比

■人口

647件　22,862,000円
（今年度累計　６月15日現在）

■ふるさと納税

暮らしの情報
information

お知らせ

金婚式を迎えられるご夫婦へ
問 住民課福祉担当　☎77-2212

　町では、結婚式50年を迎えられる
ご夫婦に記念品を贈呈し、お祝いして
います。本年対象となる方は、昭和
47年以前に結婚されたご夫婦です。
　対象となる方は、８月５日(金)まで
にご連絡ください。
　なお、記念品はご自宅へお届けしま
す。

空知総合振興局管内
町職員採用資格試験
問 総務課総務担当　☎77-2211
　 空知町村会事務局☎0126-20-0195

令和５年度空知総合振興局管内町職員
（一般事務職の上級・初級）採用資格
試験を次の日程で行います。
▶試験日　　９月18日(日)
▶試験会場
　岩見沢平安閣(岩見沢市)
▶受付期間
　７月１日(金)～８月５日(金)
〇受験資格
▶上級　平成７年４月２日から平成
13年４月１日までに生まれた者
▶初級　平成13年４月２日から平成
17年４月１日までに生まれた者
▶申込方法　「試験案内」と「申込書」
は、雨竜町役場総務担当窓口または空
知町村会事務局に請求してください。

問…問い合わせ先

雨竜町観光フォトコンテスト
問 雨竜町観光協会　☎77-2673

　雨竜町観光協会では、フォトコンテ
ストの作品を募集しています。
▶題材　雨竜町の自然・観光・景観・
イベント
▶サイズ　四つ切カラープリント
　　　　　（デジタル作品はＡ４）
▶締切　10月17日(月)まで
▶送付先　雨竜町観光協会（第８町内・
雨竜町商工会館内）
▶発表　11月上旬　入賞者には直接
通知され、雨竜町観光協会ホームペー
ジに掲載されます。入賞・応募作品（１
人１点）は道の駅「田園の里うりゅう」
内、雨竜沼自然館に展示されます。
▶賞　最優秀賞　１点　５万円
　　　優秀賞　　２点　１万円

自衛官募集案内
問 自衛隊旭川地方協力本部
　 ☎0166-55-0100

〇自衛官候補生
▶資格　日本国籍を有し、採用予定月
の１日現在18歳以上33歳未満の男
女
▶受付期間　試験日によって異なりま
すので、お問い合わせください。
▶試験日　７月10日(日)、11日(月)
いずれか１日
▶会場　陸上自衛隊旭川駐屯地
※コロナの状況により、変更となる場
合があります。

心配ごと相談・行政相談・介護保険月
例相談
問 住民課福祉担当　☎77-2212

民生児童委員・行政相談委員・人権擁
護委員・介護保険オンブズパーソンが
対応します。心配ごと等のある方はお
気軽にご相談ください。
▶日時　８月12日(金)13:30～
▶場所　公民館

・毎年、暑寒メロン楽しみにしています。
　今年も美味しいメロン期待して待って
　ます。 （大阪府　女性）

・子どもたちの健やかな成長のためにお
　役立ていただけると幸いです。
 （兵庫県　男性）

■ふるさと納税コメント

消防署からのお知らせ
問 滝川消防署江竜支署　☎75-3119

第４回危険物取扱者試験
▶試験地　札幌市ほか
▶試験種類　甲種、乙種、丙種
▶試験日　９月４日（日）
▶願書受付期間
書面申請7月28日(木)～８月4日(木)
電子申請7月25日(月)～８月1日(月)
※願書は最寄りの消防署にお問い合わ
せください。
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有料広告

令和５年度滝川地区広域消防事務組合
職員募集について
問 滝川地区広域消防事務組合
　 消防本部総務課　☎23-0119

▶職種　消防職
▶採用予定人数　若干名
▶採用予定　令和５年４月１日
▶受験資格
①平成16年４月２日～平成17年４
月１日までに生まれた方で、最終学歴
が高等学校卒業見込みの方、平成11
年４月２日～平成14年４月１日まで
に生まれた方で、救急救命士資格取得

（見込みも含む）の方
②普通自動車運転免許（AT限定不可）
を取得（見込みも含む）の方
▶身体条件
①身長～男性はおおむね160㎝以上
であること、女性はおおむね154㎝
以上であること
②体重～男性はおおむね48㎏以上で
あること、女性はおおむね45㎏以上
であること
③視力～両眼とも0.6以上、又は矯正
視力1.0以上
④聴力～左右とも正常であること
⑤その他～身体に職務遂行上支障がな
いこと
▶第一次試験
日時　令和4年9月18日(日)９時受付
会場　別途受験者に通知
内容　教養試験、適性検査、面接試験
▶第二次試験
日時　10月上旬（予定）
内容　体力検査、身体検査、面接試験
合否通知　10月中旬（予定）
▶受験のできない方
①日本国籍を有していない方
②地方公務員法第16条（欠格条項）

に該当する方
▶受験の手続　　
願書受付期間　令和４年８月１日（月）
から同年８月17日（水）必着
持参の場合、平日８時30分～17時
15分まで受付
▶願書等の書類
①滝川地区広域消防事務組合が交付す
る願書及び履歴書
②最終学校の卒業（見込み）証明書及
び成績証明書(又は単位取得証明書)
③資格(自動車運転免許証を含む)を取
得したものがあればその証明書(写)
④郵便はがき１枚（受験者の住所、氏
名を記載したもの）
⑤願書等を郵送で請求する場合は、返
信用封筒（宛先を記入したもの）に郵
便切手120円を貼付した封筒を同封
して請求する。
※ホームページからダウンロードもで
きます。
▶給料月額
１５４，９００円（高校卒程度）
１６８，９００円（短大卒程度）
１８８，７００円（大卒程度）

（令和４年４月１日現在）
▶願書提出先
〒073-0014
滝川市文京町４丁目１番５号
滝川地区広域消防事務組合消防本部総
務課

自筆証書遺言書保管制度のご案内
問 旭川地方法務局供託課
　 ☎0166-38-1167

　遺言は、相続をめぐる紛争を防止す
るために有用な手段であり、そして自
筆証書遺言書は自筆さえできれば遺言
者本人のみで作成できます。
　これまでは自筆証書遺言書の保管に
ついては、自分自身で保管するか、遺
言執行者等に預けるなどの方法しかあ
りませんでしたが、本制度の創設によ
り、今は法務局に預けることができる
ようになり、遺言者本人の死亡後、相
続人等に遺言書を発見されなかった
り、改ざんされたりすることを防ぐこ
とができます。家庭裁判所の検認手続
きも不要です。
　自筆証書遺言書保管制度は、プライ
バシー保護と手続に一定の時間が必要
となることから、全て予約制となって
います。ご検討される方は旭川地方法
務局供託課までお気軽にお問い合わせ
ください。
▶電話　0166-38-1167(直通)
※受付時間/平日の午前8時30分から
午後5時15分まで(年末年始・祝日を
除く)
▶オンライン予約
法務局手続案内予約サービス
https://www.legal-ab.moj.go.jp/
houmu.home-t/
▶手続の詳細
旭川地方法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/
asahikawa/
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谷本　芙美花ちゃん
（パパ 啓介　ママ 千景）

第９町内

R3.7.23

山下　大維くん
（パパ 隼平　ママ 知沙）

第８町内

たにもと　　 ふ　み　か やました　　 だ　い

R3.7.21

総務課総務担当 TEL 77-2211／FAX78-3122
soumu@town.uryu.hokkaido.jp

身近な情報を広報へ
町では「広報うりゅう」に関するご意見・ご要望や身近な話題、
取材の依頼などを随時受け付けています。お気軽にご連絡く
ださい。

万
華
鏡


